
介護予防・日常生活支援総合事業について
（事業者説明会資料）

下関市福祉部長寿支援課

平成２８年１０月６・７日

※ この資料は、「新しい総合事業」の概要や、当該事業に関する本市の現時点の考え方などを示したものになります。状況の変化により、変更することがあります。



介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業

○ 二次予防事業
・訪問型介護予防
・訪問型介護予防事業

・通所型介護予防
・介護予防支援通所（全日）
・介護予防支援通所（半日）
・お達者ぴんしゃん塾
・お達者足腰貯筋教室

・ 二次予防配食

○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業

○ 介護予防・生活支援サービス事業

（要支援1～2、基本チェックリスト対象者）

・訪問型サービス
① 予防給付型（現行の訪問介護相当）
② 生活維持型（緩和した基準によるサービス）
③ 短期集中型（短期集中予防サービス）

・通所型サービス
① 予防給付型（現行の通所介護相当）
② 生活維持型（緩和した基準によるサービス）
③ 運動特化型（緩和した基準によるサービス）
④ 短時間運動特化型（緩和した基準によるサービス）
⑤ 短期集中型（短期集中予防サービス）

・介護予防ケアマネジメント

・その他の生活支援サービス（配食）

○ 一般介護予防事業（要支援1～2、それ以外の者）

介護予防給付（要支援1～２）

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

○訪問介護
○通所介護

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の概要
事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

○介護予防支援
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平成29年4月から実施を予定している総合事業のサービス

サービス種別 事業内容 実施方法

① 予防給付型
（現行相当）

訪問介護員等による身体介護、生活援助 事業者指定

② 生活維持型
（緩和した基準 Ａ）

訪問介護員等ほかの従事者による生活援助 事業者指定

③ 短期集中型
（短期集中 Ｃ）

通所型サービスの短期集中型の利用者に対する日常生活のアセスメントを主とした訪問 委託

（1）訪問型サービス

サービス種別 事業内容 実施方法

① 予防給付型
（現行相当）

デイサービスセンターで、日常生活上の支援や生活行為向上のための共通的サービス及び目標
に合わせた選択的サービス
※選択的サービス：運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上

事業者指定

② 生活維持型
（緩和した基準 Ａ）

全日タイプ：５時間以上

デイサービスセンター等で、日常生活上の支援や生活行為向上のための共通的サービス及び目
標に合わせた選択的サービス
※選択的サービス：運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上

事業者指定

③ 運動特化型
（緩和した基準 Ａ）

半日タイプ：３時間以上

デイサービスセンター等で、介護予防を目的とした運動器機能向上のサービス
※選択的サービス：送迎、入浴

事業者指定

④ 短時間運動特化型
（緩和した基準 Ａ）

短時間タイプ：１．５時間程度

デイサービスセンター等で、介護予防を目的とした運動器機能向上のサービス
※選択的サービス：送迎

事業者指定

⑤ 短期集中型
（短期集中 Ｃ）

特に運動器機能向上を目的とした、保健・医療の専門職等による短期集中型のリハビリテーション 事業者指定

（2）通所型サービス
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事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課



Ｈ29.4.1. Ｈ29.5.1 Ｈ30.4.1

認定有効期間
Ｈ28.4.1～Ｈ29.3.31

認定有効期間
Ｈ28.4.2～Ｈ29.4.30

認定有効期間
Ｈ29.3.2～Ｈ30.3.31

認定有効期間
Ｈ29.3.2～Ｈ30.3.31

Ｈ29.4.1～総合事業のサービス

Ｈ30.4.1～総合事業のサービス

Ｈ29.5.1～総合事業のサービス

Ｈ29.5.1～総合事業のサービス

予防給付

予防給付

予防給付

予防給付

総合事業への移行について

○次のように段階的に移行する。
（１）要支援１・２の認定者 → 認定の有効期間の更新時から
（２）総合事業の対象者（事業対象者） → 事業対象者として確認された時点から（サービス提供初日は平成29年4月1日以降）

※ 要支援１・２の認定者は、認定の有効期間内でも、総合事業のサービス（予防給付型を除く）を希望し、ケアプランを変更する
ことにより移行可能

下関市の総合事業の開始時期は平成２９年４月１日
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【参考】 要支援１・２の認定者の総合事業サービスへの移行時期

H29.5.1から総合事業（予防給付型を除く）を希望した場合

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課



サービスの利用の流れ

○ 総合事業の目的、内容、サービスメニュー、手続方法等についてパンフレットや市報等で十分に周知

○市又は地域包括支援センターで高齢者やその家族等の相談を受け、相談の目的や希望するサービスに応じて、総合事業の内容、手続きや
次の留意点を説明

①総合事業のサービスのみを利用する場合は、基本チェックリストで事業対象者であることを確認し、迅速なサービス利用が可能であること。
②事業対象者となった後も要介護認定等の申請が可能であること。

※予防給付（介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等）を希望する方や第２号被保険者は、要介護認定等申請へ

○ 相談をした高齢者に対して、基本チェックリスト を実施し、事業対象者（利用者）であることを確認

○ 利用者に対して、介護予防・生活支援を目的に、その心身の状況等に応じて、その選択に基づき、適切な事業が包括的かつ効率的に提供さ
れるよう、専門的視点から必要な援助を行う。

○ 原則、利用者の住所がある地域を担当する地域包括支援センターが実施（居宅介護支援事業所への委託も可能）

制度の周知

① 相談

② 基本チェックリストの活用・実施

③ 介護予防ケアマネジメントの実施

サービスの利用開始
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事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス
種別 ①予防給付型 ②生活維持型

事業
内容 訪問介護員等による身体介護、生活援助 訪問介護員等ほかの従事者による生活援助

想定する
対象者

身体的機能や認知機能の低下がみられ、専門的な支援が必要な方
（ＡＤＬとＩＡＤＬが共に低下している方）

（対象者の例）
・既に介護予防訪問介護を利用しており、同等のサービスを継続して利用する必要がある方
・介護予防ケアマネジメントで、訪問介護員等による専門的なサービスが必要な次のような方

・認知機能の低下や精神・知的障害により日常生活に支障があるような症状や行動を伴う方
・退院直後で状態が変化しやすく、自立支援に向けた専門的サービスが特に必要な方
・心疾患や呼吸器疾患、がんなどの疾患により日常生活の動作時の息切れ等により、日常生活に
支障がある方

専門職による支援等の必要性が低く、自立支援に資するサー
ビスが必要な方
（ＡＤＬは自立しているが、ＩＡＤＬが低下している方）

（対象者の例）

・利用者が１人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病のため、利用者や家族
等が家事を行うことが困難な方

提供
時間

介護予防ケアマネジメントで位置付けられた提供時間
（従来どおり）

介護予防ケアマネジメントで位置付けられた提供時間

頻度 介護予防ケアマネジメントで位置付けられた提供回数（週１回程度、週２回程度等） 介護予防ケアマネジメントで位置付けられた提供回数（週１回程度、週２回程度）

訪問型サービスについて（事業者指定）

「身体介護」及び「生活援助」の意義については、平成12年3月1日老企第36号 第２の２（１）による。（訪問介護と同じ）

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サー
ビス
種別

①予防給付型 ②生活維持型

実施
方法 事業者指定 事業者指定

人員
基準

・管理者 (常勤・専従) １人以上
【資格要件】 なし
※支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能

・訪問介護員等 (一部非常勤可） 常勤換算2.5以上
【資格要件】
介護福祉士
実務者研修修了者
介護職員初任者研修課程修了者
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1.2級課程修了者
看護師・准看護師及び保健師

・サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上

※利用者４０人超の場合、常勤換算とすることも可能

※一定の要件を満たす場合、利用者50人に1人以上とすることも可能
【資格要件】
介護福祉士
実務者研修修了者
介護職員初任者研修課程修了者 （3年以上介護等の業務に従事した者）
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者 （3年以上介護等の業務に従事した者）
看護師・准看護師及び保健師

・管理者 (専従) １人以上
【資格要件】 なし
※支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能

・従事者 必要数
【資格要件】
介護福祉士
実務者研修修了者
介護職員初任者研修課程修了者
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1.2級課程修了者
看護師・准看護師及び保健師
県が実施する研修受講者
旧訪問介護員養成研修３級課程修了者

・訪問事業責任者
従事者のうち、利用者40人に1人以上

※利用者４０人超の場合、常勤換算とすることも可能
※一定の要件を満たす場合、利用者50人に1人以上とすることも可能

【資格要件】
介護福祉士
実務者研修修了者
介護職員初任者研修課程修了者
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者
看護師・准看護師及び保健師

訪問型サービスの人員基準

①予防給付型の人員基準は、介護予防訪問介護の基準と同様

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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訪問介護又は①予防給付型

A
管理者

（常勤専従）

B
訪問介護員等

（一部非常勤可）

C
サービス提供責任者

（一部非常勤可）

②
生
活
維
持
型

D
管理者
（専従）

※常勤・非常勤を問わない

○
・AとDを兼務した場合、他の兼務は×

△
・Bの資格要件を満たすこと
・Bとして従事した時間以外でDとして従事可能

×

E
従事者

（一部非常勤可）
× △

・Bとして従事した時間以外でEとして従事可能

△
・Cの資格要件を満たすこと
・Cとして従事した時間以外でEとして従事可能
・非常勤のＣのみＥとして従事可能

F
訪問事業責任者
（一部非常勤可）

×
△

・Bの資格要件をみたすこと
・Bとして従事した時間以外でFとして従事可能

△
・Cの資格要件を満たすこと

訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合の兼務について

（1）訪問介護と①予防給付型を一体的に実施する場合

・管理者、訪問介護員等、サービス提供責任者のいずれも兼務可

・従事する者の専従義務について緩和されているため、①予防給付型の人員の基準を満たすことをもって、給付の基準を満たす。

（2）訪問介護と②生活維持型を一体的に実施する場合

・兼務の可否はそれぞれ次の表のとおり

・訪問介護又は①予防給付型の管理者（A）がサービス提供責任者（C）を兼務している者は、②生活維持型の管理者（D）、従事者（E）、

訪問事業責任者（F）のいずれも兼務不可

・②生活維持型に従事した時間は、訪問介護又は①予防給付型に従事した時間に含められない。

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス
種別 訪問介護と①予防給付型 訪問介護と②生活維持型

人員
基準

・管理者 (常勤・専従) １人以上
※支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所等の職務に従事
可能

・訪問介護員等 (一部非常勤可） 常勤換算2.5以上

・サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上

※利用者４０人超の場合、常勤換算とすることも可能

※一定の要件を満たす場合、利用者50人に1人以上とすることも可能

・管理者 （常勤・専従) １人以上
※支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所等の職務に従事
可能

・訪問介護員等 （一部非常勤可） 常勤換算2.5超
※ 「常勤換算2.5」を超えた部分で②生活維持型に従事可能

・サービス提供責任者
訪問介護員等のうち、利用者40人に1人以上

※利用者４０人超の場合、常勤換算とすることも可能

※一定の要件を満たす場合、利用者50人に1人以上とすることも可能

※ 訪問介護にサービス提供責任者として従事した時間以外で、②生活維持型に訪問
事業責任者として従事する。

留意点 ・ 要介護者の処遇に影響がないこと（介護給付の基準を遵守）を前提として、一体的に実施することが可能

訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合の人員基準
事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

参
考
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訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合の人員基準活用例①

訪問介護員等
常勤換算 ２．５以上

従事者
１人以上必要数

訪問介護員等の配置例① （訪問介護員等とは別に従事者を配置する場合）

訪問介護員等の配置例② （訪問介護員等が従事者を兼務する場合）

訪問介護員等
常勤換算 ２．５超

②生活維持型の従事者としての勤務時間は、訪問介護員等としての勤務時間として算定することはできない。

訪問介護 又は ①予防給付型

②生活維持型

訪問介護 又は ①予防給付型

②生活維持型

常勤換算２．５

常勤換算２．５を超えた部分

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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考
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訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合の人員基準活用例②

「責任者」の配置例①

訪問介護又は①予防給付型 ②生活維持型

４０人 １０人

サービス提供責任者 １人 訪問事業責任者 １人

利用者５０人の事業所（訪問介護又は①予防給付型 利用者40人 、②生活維持型 利用者10人）

「責任者」の配置例②

訪問介護又は①予防給付型 ②生活維持型

３５人 ５人

サービス提供責任者 １人

利用者４０人の事業所（訪問介護又は①予防給付型 利用者35人 、②生活維持型 利用者5人）

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

参
考

訪問事業責任者 １人
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サービス
種別 ①予防給付型 ②生活維持型

設備
基準

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画
・必要な設備・備品

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画

・必要な設備・備品

運営
基準

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意
・提供拒否の禁止
・同居家族に対するサービス提供の禁止
・訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・事故発生時の対応 等
（現行の基準と同様）

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意（生活援助に限ること、提供時間等）
・提供拒否の禁止
・同居家族に対するサービス提供の禁止
・従事者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事する者又は従事していた者の秘密保持
・事故発生時の対応 等

訪問型サービスの設備・運営基準について

①予防給付型の設備・運営基準は、介護予防訪問介護の基準と同様

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス
種別 ①予防給付型

②生活維持型
③運動特化型
④短時間運動特化型

⑤短期集中型

事業
内容

デイサービスセンターで、日常生活上の支援や生活行
為向上のための共通的サービス及び目標に合わせた
選択的サービス
※選択的サービス：運動器機能向上、栄養改善、口腔
機能向上

デイサービスセンター等で、日常生活上の支援や生
活行為向上のための共通的サービス及び目標に合
わせたサービス
※選択的サービス：運動器機能向上、栄養改善、口
腔機能向上等

特に運動器機能向上を目的とした、保健・医療の専門職
等による短期集中型（３～６月間）のリハビリテーション

想定する
対象者

身体的機能や認知機能の低下がみられ、
専門的な支援が必要な方
（ＡＤＬとＩＡＤＬが共に低下している方）

（対象者の例）
・既に介護予防通所介護を利用しており、同等の

サービスを継続して利用する必要がある方

・緩和した基準によるサービスの利用が難しい次の
ような方
・認知機能の低下や精神・知的障害により日常生

活に支障があるような症状や行動を伴う方
・心疾患や呼吸器疾患、がんなどの疾患により日

常生活の動作時の息切れ等により、日常生活に
支障がある方

・通所により専門職の指導を受けながら集中的に生
活機能の向上のためのトレーニングを行うことで
改善・維持が見込まれる方

専門職による支援等の必要性が低く、
自立支援に資するサービスが必要な方
（ＡＤＬは自立しているが、ＩＡＤＬが低下
している方）

（対象者の例）
・運動器機能の向上により自立した生活の維持が

見込まれる方

体力の改善に向けた支援が必要な方

（ＡＤＬやＩＡＤＬの改善に向けた支援が必
要な方）

（対象者の例）
・専門職の指導を受けながら集中的に生活機能の向上

のためのトレーニングを行うことで改善が見込まれる方
のうち、認知機能の低下が見られない方で、主治医か
らサービス利用が適切と判断されている方

・退院直後で状態が変化しやすく、自立支援に向けた専
門的サービスが特に必要な方

提供
時間

介護予防ケアマネジメントで位置付けられた提供時間
（従来どおり）

②生活維持型 ５時間以上
③運動特化型 ３時間以上
④短時間運動特化型 １．５時間程度

１．５時間程度

頻度
介護予防ケアマネジメントで位置付けられた頻度

（参考：週１～２回）
週１回

週１回（６月間）
週２回（３月間）

通所型サービスについて
事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス
種別 ①予防給付型

②生活維持型
③運動特化型
④短時間運動特化型

⑤短期集中型

実施方法 事業者指定 事業者指定 事業者指定

人員
基準

・管理者 （常勤・専従） １人以上
※ 支障がない場合、事業所の他の職務又は同一

敷地内の他事業所職務に従事可能

・生活相談員 (一部非常勤可） 専従１人以上
・看護職員 専従１人以上
・介護職員 (一部非常勤可） 次の表のとおり

・機能訓練指導員 １人以上

・管理者 (専従)       １人以上
※ 支障がない場合、事業所の他の職務又は同一

敷地内の他事業所の職務に従事可能

・従事者 次の表のとおり

・機能訓練指導員又は健康運動指導士
現に従事している従事者のうち１人以上

・管理者 (専従)       １人以上
※ 支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷

地内の他事業所の職務に従事可能

・従事者 次の表のとおり

・理学療法士、柔道整復師、健康運動指導士
現に従事している従事者のうち１人以上

通所型サービスの人員基準について

利用者
～15人 専従 1 人以上

利用者の数－15

5
+1人以上16人～ 専従

必要人員数 利用者
～5人 専従 1 人以上

利用者の数－5

5
+1人以上6人～ 専従

必要人員数利用者
～15人 専従 1 人以上

利用者の数－15

5
+1人以上16人～ 専従

必要人員数

①予防給付型の人員基準は、介護予防通所介護の基準と同様

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合の人員基準

サービス
種別 通所介護と①予防給付型

通所介護と②生活維持型
通所介護と③運動特化型
通所介護と④短時間運動特化型

人員
基準

・管理者 (常勤・専従) １人以上
※ 支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所の職務に従事
可能

・生活相談員 （一部非常勤可・ 専従） １人以上
・看護職員 （専従） １人以上
・介護職員 （一部非常勤可） 次の表のとおり

※ 利用定員10人以下の場合特例あり

・機能訓練指導員 １人以上

・管理者 (常勤・専従) １人以上
※ 支障がない場合、事業所の他の職務又は同一敷地内の他事業所の職務に従事
可能

・生活相談員 （一部非常勤可・ 専従） １人以上
・看護職員 （専従） １人以上
・介護職員 （一部非常勤可）

通所介護の基準を満たし、②③④に次の表のとおり

※ 利用定員10人以下の場合特例あり

※ 通所介護及び①予防給付型に介護職員として従事し、②③④に従事者として従
事する。

※ 介護職員は、通所介護の基準の範囲内で、従事者を兼務可能。この場合、②③
④の利用者1人を通所介護又は①予防給付型の利用者1人とみなして利用者数
を計算する。

・機能訓練指導員 １人以上

留意点

・ 定員は、通所介護及び①予防給付型の合算で定める。 ・ 定員は、通所介護及び①予防給付型と②③④は別に定める。

・ 通所介護の加配職員として、常勤換算数を算出する際の勤務時間
数に、②③④に従事した時間を含めることはできない。

・ プログラム等を分けるなど、要介護者の処遇に影響がないこと（介
護給付の基準を遵守）を前提として、一体的に実施することが可能

※ ⑤短期集中型については、トレーニングマシンや専門職員の配置が必要となるため、一体的に行うことを想定していません。

利用者
～15人 専従 1 人以上

利用者の数－15

5
+1人以上16人～ 専従

必要人員数 利用者
～15人 専従 1 人以上

利用者の数－15

5
+1人以上16人～ 専従

必要人員数

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

参
考

※通所介護に地域密着型通所介護を含む。以下同じ
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通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合の人員基準活用例

介護職員（従事者）の配置例①

定員１５人の事業所の場合（通所介護及び①予防給付型 利用者10人 、②生活維持型 利用者5人 の場合）

通所介護及び①予防給付型 ②生活維持型

１０人 ５人

介護職員 １人

介護職員（従事者）の配置例②

通所介護及び①予防給付型 ②生活維持型

１５人 １５人

介護職員 １人

※３０人全員が通所介護及び①予防給付型の利用者であれば、介護職員が４人必要

従事者 １人

定員３０人の事業所の場合（通所介護及び①予防給付型 利用者15人 、②生活維持型 利用者15人 の場合）

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

参
考

従事者 １人
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サービス
種別 ①予防給付型

②生活維持型
③運動特化型
④短時間運動特化型

⑤短期集中型

設備

・食堂・機能訓練室（3㎡×利用定員）

・静養室・相談室・事務室

・消火設備その他の非常災害に必要な設備

・必要なその他の設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
（3㎡×利用定員）

・静養室兼相談室

・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

・サービスを提供するために必要な場所
（3㎡×利用定員）

・静養室兼相談室

・高齢者でも安全に利用できるように設計され
たトレーニングマシン

・消火設備その他の非常災害に必要な設備
・必要なその他の設備・備品

運営

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意

・提供拒否の禁止
・従事する者の清潔の保持・健康状態の管理
・秘密保持等
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等
（現行の基準と同様）

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意

（提供時間、送迎の可否、入浴の可否等）
・提供拒否の禁止
・従事する者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事する者又は従事していた者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

・個別サービス計画の作成
・運営規程等の説明・同意

（提供時間、送迎の可否、入浴の可否等）
・提供拒否の禁止
・従事する者の清潔の保持・健康状態の管理
・従事する者又は従事していた者の秘密保持
・事故発生時の対応
・廃止・休止の届出と便宜の提供 等

通所型サービスの設備・運営基準について

①予防給付型の設備・運営基準は、介護予防通所介護の基準と同様

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス
種別 【参考】介護予防訪問介護 ①予防給付型 ②生活維持型

報酬単価

○月額包括報酬
○サービスコード ６１

要支援１・要支援２

週１回程度
１，１６８単位／月

週２回程度
２，３３５単位／月

週２回超
３，７０４単位／月

※週２回超は、要支援２の認定者のみ

○１回当たりの回数単価報酬（上限あり）
○サービスコード Ａ１（みなし指定）

Ａ２（みなし指定以外）

事業対象者・要支援１・要支援２

週１回程度 ２６６単位／回
月４回超の場合 １，１６８単位／月（上限）

週２回程度 ２７０単位／回
月８回超の場合 ２，３３５単位／月（上限）

週２回超 ２８５単位／回
月１２回超の場合 ３，７０４単位／月（上限）

※週２回超は、要支援２の認定者のみ

○１回当たりの回数単価報酬
○サービスコード Ａ３

事業対象者・要支援１・要支援２

週１回程度 ２００単位／回
（月５回まで）

週２回程度 ２００単位／回
（月９回まで）

報酬算定
の例

●週１回程度の利用者が、１月４回利用した。
⇒ １，１６８単位

●週１回程度の利用者が、１月５回利用した。
⇒ １，１６８単位

●週２回程度の利用者が、１月８回利用した。
⇒ ２，３３５単位

●週２回程度の利用者が、１月９回利用した。
⇒ ２，３３５単位

●週１回程度の利用者が、１月４回利用した。
⇒ ２６６単位×４回 ＝ １，０６４単位

●週１回程度の利用者が、１月５回利用した。
⇒ １，１６８単位

●週２回程度の利用者が、１月８回利用した。
⇒ ２７０単位×８回 ＝ ２，１６０単位

●週２回程度の利用者が、１月９回利用した。
⇒ ２，３３５単位

●回数に応じて算定。 包括点数なし。

訪問型サービスの報酬について

①予防給付型は、「実績に応じた報酬設定」（利用者負担の均衡）の観点から、1回当たりの回数単価報酬とする。

（上限あり）

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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加算・減算の項目 ①予防給付型 ②生活維持型

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任
者を配置している場合の減算

所定単位数の ７０％ ―

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合の減算

所定単位数の ９０％ ２００単位×９０％ （１８０ 単位）

【事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者20人以上にサービスを行う場合】で
【介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任
者を配置している場合】の減算

（所定単位数の ９０％）×７０％ ―

特別地域訪問介護加算 所定単位数の １５％ ２００単位×１５％ （３０ 単位）

中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の １０％ ２００単位×１０％ （２０ 単位）

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の ５％ ２００単位× ５％ （１０ 単位）

初回加算 ２００ 単位／月 ２００単位／月

生活機能向上連携加算 １００ 単位／月 ―

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 86/1000 ―

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 48/1000 ―

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （Ⅱ）で算定した単位数の ９０％ ―

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （Ⅱ）で算定した単位数の ８０％ ―

訪問型サービスの加算・減算について

①予防給付型の加算・減算は、介護予防訪問介護と同様

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス種別 【参考】介護予防通所介護 ①予防給付型

報酬単価

○月額包括報酬
○サービスコード ６５

要支援１

１，６４７単位／月

要支援２

３，３７７単位／月

○１回当たりの回数単価報酬（上限あり）
○サービスコード Ａ５（みなし指定）

Ａ６（みなし指定以外）

要支援１・事業対象者
３７８単位／回

月４回超の場合 １，６４７単位／月（上限）

要支援２・事業対象者
３８９単位／回

月８回超の場合 ３，３７７単位／月（上限）

報酬算定
の例

●要支援１の利用者が、１月４回利用した。
⇒                           １，６４７単位

●要支援１の利用者が、１月５回利用した。
⇒ １，６４７単位

●要支援２の利用者が、１月８回利用した。
⇒ ３，３７７単位

●要支援２の利用者が、１月９回利用した。
⇒ ３，３７７単位

●要支援１の利用者が、１月４回利用した。
⇒ ３７８単位×４回 ＝ １，５１２単位

●要支援１の利用者が、１月５回利用した。
⇒ １，６４７単位

●要支援２の利用者が、１月８回利用した。
⇒ ３８９単位×８回 ＝ ３，１１２単位

●要支援２の利用者が、１月９回利用した。
⇒ ３８９単位×９回 ＝ ３，３７７単位

通所型サービスの報酬について

①予防給付型は、「実績に応じた報酬設定」（利用者負担の均衡）の観点から、１回当たりの回数単価報酬とする。

（上限あり）

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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サービス
種別 ②生活維持型 ③運動特化型 ④短時間運動特化型 ⑤短期集中型

報酬
単価

○１回当たりの回数単価報酬
○サービスコード Ａ７

週１回 ３００単位／回

○１回当たりの回数単価報酬
○サービスコード A７

週１回 ２２５単位／回

○１回当たりの回数単価報酬
○サービスコード Ａ７

週１回 ２００単位／回

○１回当たりの回数単価報酬
○サービスコード Ａ７

週１回 ３６０単位／回

通所型サービスの報酬について
事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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加算・減算の項目 ①予防給付型 ②生活維持型 ③運動特化型
④短時間運動特化型
⑤短期集中型

利用者の数が利用定員を超える場合又は看護・介護職
員の員数が基準に満たない場合の減算

所定単位数の ７０％ ３００単位×７０％ （２１０単位） ― ―

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の ５％ ３００単位×５％ （１５単位） ― ―

若年性認知症利用者受入加算 ２４０ 単位／月 ― ― ―

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用
する者にサービスを行う場合の減算

事業対象者・要支援１ ３７６単位／月
事業対象者・要支援２ ７５２単位／月

△４０単位／回 ― ―

生活機能向上グループ活動加算 １００ 単位／月 ― ― ―

運動器機能向上加算 ２２５ 単位／月 ４５ 単位 ／回 ― ―

栄養改善加算 １５０ 単位／月 ３０ 単位 ／回 ― ―

口腔機能向上加算 １５０ 単位／月 ３０ 単位 ／回 ― ―

選択的複数実施加算 ４８０～７００ 単位／月 ― ― ―

事業所評価加算 １２０ 単位／月 ― ― ―

サービス提供体制強化加算 ２４～１４４ 単位／月 ― ― ―

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の 40/1000 ― ― ―

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数の 22/1000 ― ― ―

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） （Ⅱ）で算定した単位数の ９０％ ― ― ―

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） （Ⅱ）で算定した単位数の ８０％ ― ― ―

送迎（片道）加算 ― ― ２０ 単位／回 ２０ 単位／回

入浴加算 ― ― ２０ 単位／回 ―

通所型サービスの加算・減算について

①予防給付型の加算・減算は、介護予防通所介護と同様

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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事業者指定について

○ 下関市における総合事業に係る事業者指定は、下関市が行う。
申請窓口は、長寿支援課支援係。介護給付のサービスと一体的に実施する場合は、介護保険課事業者係に総合事業

の指定事業者の申請書類も併せて提出

事業者指定について

提供するサービス 必要な事業者指定 申請窓口

介護給付 訪問（通所）介護 等 指定居宅サービス事業者等の指定 介護保険課事業者係

予防給付 介護予防訪問（通所）介護 指定介護予防サービス事業者の指定 介護保険課事業者係

総合事業 ①予防給付型 等 総合事業の指定事業者の指定 長寿支援課支援係

みなし指定について

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

みなし指定事業者

みなし指定事業者
でない事業者

介護予防訪問介護・介護予防通所介護

①予防給付型（訪問・
通所） みなし指定

②生活維持型（訪問・通所） ③運動特化型 ④短時間運動特化型 ⑤短期集中型
申請
指定

介護予防訪問介護・介護予防通所介護

①予防給付型（訪問・通所）
②生活維持型（訪問・通所） ③運動特化型 ④短時間運動特化型 ⑤短期集中型

申請
指定

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

①予防給付型（訪問・通所）

更新申請
指定



23

事業者指定について

○ 総合事業の事業者指定の有効期間は、６年とする。なお、既に指定を受けている同種のサービスと一体的に事業を実施する場合に限り、届
出により有効期間を短縮することができるものとする。

（メリット） → 指定更新の手続の回数を削減できる。 同時に更新することで、申請書類の作成を一部省略できる。
（デメリット） → 本来の有効期間満了前に更新手続を行う必要がある。

指定の有効期間を短縮しない場合 ⇒ サービスごとに更新手続が必要

指定の有効期間を短縮する場合 ⇒ 更新手続きが１度で完了

有効期間について

総合事業の事業者の指定の申請に係る審査手数料は、指定介護予防サービス事業者の審査手数料と同額の予定

※訪問介護又は通所介護のサービスと一体的に実施するものとして同時に申請を行う場合は、総合事業に係る審査手数料を徴収しない。

審査手数料について（予定）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

訪問介護
通所介護

総合事業
サービス

指定

指定

６年

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度

訪問介護
通所介護

総合事業
サービス

指定

指定

更
新

更
新

６年

６年

３年

６年

６年

６年

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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利用者負担について

○ 介護給付の利用者負担割合と同様に原則１割、一定以上の所得者は２割
※事業対象者にも負担割合証を発行します。

○ 総合事業によるサービス利用に係る利用者負担の軽減のため、高額介護予防サービス費に相当する事業及び高額医
療合算介護予防サービス費に相当する事業を実施します。

※総合事業のサービスのうち、指定事業者によりサービス提供を行うものが対象

○ 重度化予防という総合事業の趣旨の観点から、総合事業のサービス利用においては、給付制限を当面実施しません。
※要支援者が予防給付のサービスを受ける場合は、給付制限あり

利用者負担（負担割合）

高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業

給付制限

予防給付 総合事業

要支援者 給付制限あり 給付制限なし

事業対象者 ― 給付制限なし

・事業対象者、要支援１ ５，００３単位 ・要支援２ １０，４７３単位
※事業対象者が、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるようなケース等は、一時的に要支援２の利

用限度額まで利用可能とします。

利用限度額

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課



25

給付制限確認

介護保険被保険者証・負担割合証について

サービス提供の際は、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を確認してください。要介護状態区分等欄の「要支援１・２」
又は「事業対象者」の表示を確認してください。要支援者に関しては、認定期間であることも確認してください。

負担割合の確認

【要介護状態区分等】
事業対象者

【認定年月日】
事業対象者は、チェックリスト実施日

【支給限度額】
事業対象者・要支援１ → ５，００３単位
要支援２ →１０，４７３単位

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課
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今後のスケジュール

平成２８年１２月 頃

平成２９年 １月 頃

平成２９年 ２月 頃

平成２９年 ４月１日

居宅介護支援事業所を対象とした介護予防ケアマネジメント等説明会

事業者指定の申請書送付

事業者指定の申請受付開始

事業者指定書交付開始

介護予防・日常生活支援総合事業開始

事 業 者 説 明 会 資 料
平成２８年１０月６・７日
下 関 市 長 寿 支 援 課

１ 指定状況の確認（みなし指定かどうか）
２ 総合事業のサービスへの参入の検討
３ 定款・運営規程・契約書等の見直し

（「第一号訪問事業」又は「第一号通所事業」の追加。詳細は改めてお知らせします。）

４ 総合事業の利用について利用者との契約締結
５ 請求事務の見直し（サービスコードは改めてお知らせします。）

総合事業開始に向け、各事業所でしていただく主なこと

資料の問合せ先：長寿支援課支援係（新館２階２番窓口）
TEL: 083-231-1340       FAX:  083-231-1948


